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１．はじめに 

東日本大震災の津波被災都市では、震災後５年を

経て復興市街地が姿を現わしつつある。今回の災害

復興は、被災面積が巨大なことや、復興場所の選択

を要したこと、新たな津波対策と沿岸部の土地利用、

被災者の居住確保などの課題が各々課題を抱えつつ

絡み合ったことなどから、災害復興史上も類例のな

い巨大かつ複雑な事業である。この計画策定プロセ

スを、ケーススタディにより調査した。 

２．復興計画の検討・策定の流れ 

ある被災都市における震災直後から４年間にわた

る復興計画の検討・策定の流れの概略を、右下図に

整理した。一般的な検討の流れは以下のようになる。 

①海岸堤防の整備計画：Ｌ１津波からの防御を基

本とした､海岸堤防（防潮堤）の県による検討と決定。

②多重防御(1)の実現手法：Ｌ２津波・今次津波等を

前提に、市街地の多重防御の手法と施設の具体的な

位置・形態を、津波シミュレーション等により検討。

③移転住宅用地等の確保：多重防御

で十分に防げない住居系市街地の移

転先（高台／内陸）と規模を検討。

④復興市街地の整備計画：住民や地

権者との協議と調整により復興市街

地整備の具体的な事業手法(2)、基盤

整備と土地利用の計画、手順を検討。

⑤復興公営住宅等の整備：復興市街

地の内の復興公営住宅・公共建築部

分の建築・外構等の整備計画を検討。 

３．計画の検討過程の特徴 

 上記の①～⑤の流れを前提とすれ

ば、阪神・淡路大震災等の震災復興

計画の検討と比較して、①～③の検

討・調整の段階が加わっている。また、①～④の各

段階の検討結果は、次の段階の検討のための前提条

件となるが、前段階の検討途中情報を得つつ後段階

が早期に結論を得るために始められており、一方で、

フィードバック等の過程を経る余裕は殆どなかった。 

 さらに、多重防御と移転住宅用地の確保等が優先

的に検討され、通常の都市マスタープラン等の策定

時に最初に検討される、都市構造のあり方や人口フ

レームの検討等は結果的に後送りされている。 

４．おわりに 

検討の結果については、国総研資料等にまとめて、

今後、公表する予定である。 

(1)海岸堤防（防潮堤）を１線堤として整備、これを超え

る津波には道路の高盛りによる２線堤の整備や地盤の嵩

上げ等を行い、これらにより防御できない住宅等を高台や

内陸に造成した土地に移転し、従前地は災害危険区域に指

定・非住宅系土地利用に転換。加えて、津波避難体制・施

設を充実し、生命・財産の保護を多重的に図る手法。 

(2)土地区画整理事業及び、防災集団移転促進事業、津波

復興拠点整備事業が都市部では主に適用さ使われている。 
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図 ケーススタディ都市での復興計画検討・策定の流れ 
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１．はじめに 

災害時には多くの被災者が避難所での生活を余儀

なくされる。しかしながら積雪寒冷地域において冬

季に災害が発生した場合、雪や寒さの影響を受け、

夏季とは異なった様相を呈することが想定される。 

国総研では、冬季に災害が発生した場合の防災対

策をより強化するための研究に取り組んでいるが、

ここでは、雪や寒さが避難所運営に与える影響につ

いて検討中の状況について紹介する。 

２．積雪寒冷地域の特徴  

 新潟県等の豪雪地帯では降雪量が極めて多く、大

雪時には除雪が遅延して道路が通行出来なくなる・

速度が低下する、オープンスペースが雪に覆われ使

用出来なくなるといった様相を呈することがある。

また、北海道等の寒冷地域では、外気温が氷点下と

なることは珍しくなく、暖房機器を使用しなければ

生命が危険となる可能性があるだけでなく、道路・

歩行空間もアイスバーンとなり、移動時の制約を受

けざるを得ない、といった特徴を持つ（写真１，２）。 
 

 

写真１ 豪雪地帯の冬季の状況（新潟県） 

 

写真２ 寒冷地域の冬季の状況（北海道） 

３．冬季の避難所運営時の制約事項 

災害時に避難所となる北海道及び新潟県の学校を

ケーススタディ対象として、空間制約、移動制約、

居住性制約という観点から、雪や寒さが避難所運営

に与える影響を検討した。検討時は専門家によるワ

ークショップを開催しつつ行った。 

検討の結果、表１に示したように、積雪により利

用可能な空間が減少して屋外活動が制限される、道

路の凍結等により避難困難・支援物資の輸送遅れの

発生、雪が屋内空間に入ることによる汚れの発生や

暖房器具の使用が困難になる等の事象が、夏季と異

なる課題としておこり得ることが明らかとなった。 

４．おわりに 

冬季の防災対策を強化していく中で、得られた冬

季の避難所運営時の留意事項等について、今後、国

総研ホームページ等を通じて発信する予定である。 
 

表１ 積雪・寒冷期における避難所運営時の課題例 

制約対象 課題 

空間 

制約 

・校庭等のオープンスペースの積雪・凍結による

駐車スペース不足 

・屋外へのテント設置、炊き出しが困難 

・仮設トイレ・風呂のスペース確保が困難 

移動 

制約 

・道路の凍結等により避難所までの移動が困難開

設の遅れ、移動時の事故等の発生 

・道路の積雪・凍結による支援物資の輸送遅れ 

居住性 

制約 

・避難者の靴・衣類の雪により生活空間が汚れる 

・ライフライン停止による暖房器具の使用不可 

・乾燥、寒冷による避難者の健康が損なわれる 

 

写真３ 専門家ワークショップ時の検討内容 
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